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（議事日程） 

日程第１   諸般の報告 

日程第２   町長提出 議案第６４号ないし第７８号 

       （委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第３   議会議案 第４号 

（提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決） 
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（  開  議  ） 

林  一夫議長 これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
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日程第１．諸  般  の  報  告 

林  一夫議長 日程に入り、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

諸般の報告を終わります。 

 

日程第３．町長提出 議案第６４号ないし第７８号 

（ 委員長報告、質疑、討論、採決 ） 

林  一夫議長 続いて、町長提出 議案第６４号ないし第７８号を一括して議題といた

します。 

        以上の各案の、委員会における審査の経過及び結果について、委員長の

報告を求めます。 

        総務常任委員長 越後 敏明 君。 

越後 敏明総務 はい、議長。 

常 任 委 員 長 総務常任委員長報告をいたします。 

 今定例会において、総務常任委員会に付託されました議案３件について、

１２日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いたし

ましたので、その経過及び結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第６４号「平成１９年度一般会計補正予算（第５号）」につ

いての歳入の主なものは、土田小学校耐震工事に係る公立学校施設整備費

補助金及び小学校耐震補強事業債、漁業振興特別基金繰入金などの基金繰

入金などを増額するものであり、歳出の主なものとしては、事業執行の進

捗に伴う補正及び定期人事異動に伴う人件費の組み替えとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、行政評価制度構築支援委託の期間、土地鑑定委

託業務の内容、開票時間短縮などに伴う選挙経費改革の取り組み、耐震工

事と小学校再編整備の位置付け及び民生費雑入並びに前年度繰越金ついて

の質問がなされ、それぞれ町長及び担当課長から詳細な説明を受けており

ます。 

次に、議案第７５号「コミュニティバスの運行に関する条例」について

は、１０月１日から富来地域においてもコミュニティバスを運行するにあ
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たり、適正な運行管理を期するため、条例を制定するものとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、乗車見込み数や委託先との運行に関する契約つ

いての質問があり、それぞれ担当課長から詳細な説明を受けるとともに、

利用者の意見、感想、要望のアンケート等の聴取や停留所の風雨対策の検

討をしてもらいたいとの要望もありましたので併せて報告致します。 

続いて、議案第７６号「都市計画税条例の改正」については、地方税法

の一部改正に伴うものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可

決すべきものと決しました。 

なお、今定例会の付託案件ではありませんが、ケーブルテレビ事業の利

用料金、共同アンテナ施設の取扱い、事業交付金や住民説明会などのスケ

ジュールについての説明があり、委員からは地域情報通信基盤整備推進交

付金の概要について質問があり、担当課長より詳細な説明を受けておりま

す。 

また、当委員会において、地方財源の充実強化を求める意見書について

協議した結果、委員各位の賛同を得て、次回 12 月定例会に議会議案とし

て提案することになりました。 

最後に、当委員会では所管事務調査のため、閉会中の継続審査について

議長に報告し、本会議において議決願うことで、各委員のご了承をいただ

いたことも併せてご報告いたします。 

以上、総務常任委員長報告といたします。 

林  一夫議長 教育民生常任委員長 橘  照茂 君。 

橘  照茂教育 はい。 

民生常任委員長 教育民生常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、教育民生常任委員会に付託されました議案 7 件につ

いて、１０日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審

査いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第６４号「一般会計補正予算（第５号）」につきましては、

事業執行の進捗に伴う補正及び定期人事異動に伴う人件費の組み替えが

主なるものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべき
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ものと決しました。 

審議に際し委員からは、能登半島地震の被害額の状況やそれに伴う国か

らなどの補助金についての質問がなされ、担当課長から詳細な説明を受

けるとともに、土田小学校耐震補強工事については、外観的なものに配

慮し、校舎以外に被害のあったものについて、早急に対応願いたとの要

望もありましたので併せて申し添え致します。 

次に、議案第６５号「国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」につ

いては、平成１８年度の医療費確定に伴い増額するものとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第６６号「老人保健特別会計補正予算（第１号）」につい

ても、平成１８年度の医療費確定に伴い増額するものとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に、議案第７０号「介護保険特別会計補正予算（第１号）」について

は、平成１８年度決算の確定に伴う繰越金の補正を行うのとの説明を受

け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第７１号「町立診療所事業特別会計補正予算（第１号）」

については、人事異動に伴う人件費及び事務費の補正を行うものとの説

明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に、議案第７４号「町立富来病院事業会計補正予算（第 2 号）」につ

いては、収益的支出で一般撮影装置エックス線管球の交換等の修繕費の

追加、資本的支出で検査機器の入れ替えによる資産購入費を追加するも

のとの説明を受け、採決の結果、それぞれ全会一致をもって可決すべき

ものと決しました。 

審議に際し、委員からは診療材料等の購入したものについての院内の

チェック機能についての質問がなされ、事務長から詳細な説明を受けて

おります。 

続いて、議案第７８号「損害賠償の額の決定」については、平成１７年

に土田保育園で起きた事故について和解が成立し賠償金を支払うものと

の説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しま

した。 
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審議に際し委員からは、相手方の後遺症等について質問がなされ、担当

課長より詳細な説明を受けております。 

なお、今定例会の付託案件ではありませんが、富来病院の院外処方の実

施について、病院事務長から説明がありました。 

また、その他の件としまして、国民健康保険税、介護保険料や奨学金の

滞納状況、短期保険証等の発行状況、介護サービスの利用制限、各滞納

の徴収対策、能登地区の高校再編整備及び志賀地域の小学校再編整備に

ついて質問があり、町長及びそれぞれ担当課長から説明を受けるととも

に、高校、小学校再編整備ついては、少子化の進行状況を見極めながら

協議・対応願いたいとの要望もありましたので併せて申し添え致します。 

そして、当委員会として当町に馴染むと思われる「被災者生活再建支援

法の早期改正を求める意見書」外５件の意見書について協議した結果、

委員各位の賛同を得て次回 12 月定例会に議会議案として提案することに

なりました。 

最後に、当委員会では所管事務調査のため、閉会中の継続審査について

議長に報告し、本議会において議決願うことで各委員のご了承をいただ

いたことも併せて、ご報告いたします。 

以上、教育民生常任委員長報告といたします。 

林  一夫議長 産業建設常任委員長 冨澤 軒康 君。 

冨澤 軒康産業 はい、議長。 

建設常任委員長 産業建設常任委員長報告を行います。 

今定例会において、産業建設常任委員会に付託されました議案７件につ

いて、１１日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査

いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第６４号「一般会計補正予算（第５号）」については、事業

進捗に伴う補正及び定期人事異動に伴う人件費の組み替え補正が主なもの

との説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しま

した。 

審議に際し、委員からは漁業振興助成金及び水産物蓄養施設整備事業補

助金の内容、能登西方沖地震に伴う道路河川災害や富来女性センター閉館
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に伴う起債の償還等について質問がなされ、担当課長から詳細な説明を受

けるとともに、町道路線の排水による道路崩壊について、排水経路を調査

し対応願いたいとの要望もありましたので併せて申し添え致します。 

次に、議案第６７号ないし第６９号及び第７２号並びに第７３号につい

ては、特別会計及び事業会計の補正予算であります。 

議案第６７号は「農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）」で、

人事異動に伴う人件費及び災害復旧費の補正であり、議案第６８号は「公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）」で、人事異動に伴う人件費及

び工事請負費等の組み替え補正、議案第６９号は「地域し尿処理施設整備

事業特別会計補正予算（第３号）」で、前年度繰越金の確定及び処理場管

理費の修繕に伴う補正、議案第７２号は「簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）」で、鵜野屋・地保飲料水供給施設のろ過機設置事業費の減額、

議案第７３号は「水道事業会計補正予算（第３号）」で、収益的収入で新

設給水加入金など追加する一方、収益的支出で人件費及び設備等保守点検

委託料の精算見込みに伴い減額し、資本的支出では、下水道支障移転工事

等に併せた配水管の布設工事の増により増額するものと、それぞれ説明を

受け、採決の結果、いずれも全会一致をもって可決すべきものと決しまし

た。 

続いて、議案第７７号「町営土地改良事業施行認可申請」については、

平成２０年度から２２年度にかけて大西地区の基盤整備促進事業として農

業用用排水施設の改修を行うものとの説明を受け、採決の結果、全会一致

をもって可決すべきものと決しました。 

なお、今定例会の付託案件ではありませんが、国道の廃止に伴い、今後

予定される町道認定路線について、担当課長より説明がありましたので報

告致します。 

また、当委員会から道路整備促進に関する意見書を、今定例会最終日に

提案する旨の賛同を頂きましたことを併せて申し添え致します。 

最後に、当委員会では所管事務調査のため、閉会中の継続審査について

議長に報告し、本議会において議決願うことで各委員のご了承をいただい

たことも併せて、ご報告いたします。 
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以上、産業建設常任委員長報告といたします。 

林  一夫議長 委員長の報告を終わります。 

      

（ 質  疑 ） 

林  一夫議長 これより、委員長報告に対する質疑を許します。 

        （発言なし） 

林  一夫議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

      

（ 討  論 ） 

林  一夫議長 これより、以上の各件に対する討論に入ります。 

        （発言なし） 

林  一夫議長 ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

（ 採  決 ） 

林  一夫議長 これより、採決いたします。 

まず、町長提出 議案第６４号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

 よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第６５号ないし第７４号を一括して採決いたし

ます。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長の報告のとおり決することに、ご異議ありませ

んか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第７５号及び第７６号を一括して採決いたしま
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す。 

両案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

両案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、両案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        次に、町長提出 議案第７７号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        続いて、町長提出 議案第７８号を採決いたします。 

        本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

        本案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

        （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

 

日程第３．議会議案 第４号  

（提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決） 

林  一夫議長 次に、冨澤 軒康 君 ほか５名から提出のありました議会議案第４号

「道路整備促進に関する意見書」について、冨澤 軒康 君の朗読説明を

求めます。 

８番 冨澤 軒康 君。 

冨澤 軒康議員 道路整備促進に関する意見書案。 

道路は、豊かな国民生活や活力ある経済・社会活動を支える基礎的社会

資本である。 

能登半島を有し、南北に細長い地理的特性を有する本県においては、県

土の均衡ある発展を図り、県民の安全で快適な生活を可能にするためにも、
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広域交流を促進する幹線道路から日常生活を支える生活道路に至る道路の

より一層の整備促進が不可欠である。 

特に、今回の能登半島地震では、盛土の崩壊や土砂崩れにより交通が遮

断され、孤立集落が発生するなど、県民生活において道路はまさに生命線

であることを改めて認識させられるとともに、代替道路の整備や耐震性の

確保など、災害に強い道路の必要性が一層浮き彫りとなったところである。 

よって、国におかれては、道路整備に必要な安定的な財源を確保し、遅

れている地方の道路整備を計画的にかつ着実に推進するよう強く要望する。 

県内どこに住んでも快適な生活が営める「全県ネットワーク」を実現す

るためには、道路整備をより一層推進しなければならない。 

よって、政府におかれては、地域の安全・安心な道路網の整備のために、

次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要請する。 

１．地域間格差を是正し、活力ある地域づくりを一層推進するため、高

規格幹線道路や地域高規格道路及び国道・県道から市町村道に至る、体系

的な道路網の整備を促進するとともに、快適な道路環境の形成に努めるこ

と。 

１．道路特定財源については、受益者負担という制度趣旨に則り、安

全・安心の確保や豊かな生活環境の創造など、広く国民が望む道路整備の

推進に充当すること。 

１．災害に対して、安全で信頼性の高い道路ネットワークの構築を進め

るとともに、防災対策・地震対策・雪害対策を強力に推進すること。 

１．地方の道路整備状況等を勘案して、地方道路整備臨時交付金及び地

方特定道路事業を継続するとともに、地方道路整備のための予算を確保す

ること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

平成１９年９月１４日。 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交

通大臣、内閣官房長官、石川県選出国会議員あて。 

志賀町議会議長 林 一夫。 

以上であります。 
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林  一夫議長 説明を終わります。 

     

（ 質  疑 ） 

林  一夫議長 これより、議会議案第４号に対する質疑を許します。 

        （発言なし） 

林  一夫議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

      

（ 討  論 ） 

林  一夫議長 これより、本案に対する討論に入ります。 

        （発言なし） 

        ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

（ 採  決 ） 

林  一夫議長 これより、採決いたします。 

本案は、原案のとおりに決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

 

日程第４．各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査事項の 

         閉会中の継続審査の件 

林  一夫議長 続いて、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長からお手元に配

布のとおり、所管事務調査の閉会中継続審査の申し出がありましたので、 

これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることにご異議あ

りませんか。 

 （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上のとおり決しました。 

 －１１－



       

（ 閉 議 ・ 閉 会 ） 

林  一夫議長 以上をもちまして、今定例会の議事すべてを終了いたしました。 

        平成１９年第３回志賀町議会定例会は、本日をもって閉会いたします。 

これにて散会いたします。 

（午後２時２５分 散会） 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

志賀町議会議長 

 

 

 

  志賀町議会議員 

 

 

 

  志賀町議会議員 
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議 長 報 告 

 

１．議長報告第２３号 

閉会中継続審査について 

①教育民生常任委員会委員長 

②産業建設常任委員会委員長 

  ③総務常任委員会委員長 

④議会運営委員会委員長 

 

２．議長報告第２４号 

 委員会審査報告 

  ①教育民生常任委員会委員長 

  ②産業建設常任委員会委員長 

③総務常任委員会委員長 

 

３．議長報告第２５号 

視察報告について 

  議会広報特別委員長 

 

４．議長報告第２６号 

入札結果報告について 

  (平成１９年９月１１日 １１件) 

  

 


